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⑴ 提言の目的 

 緩和ケアを必要な患者により早期に届けるという理念は、2002 年に示された世界保健機関

（WHO）による緩和ケアの定義においてもすでに言及されており 1、国際的なコンセンサス

となっている。 

一方、我が国では国際的な学術的な場面で使用される「early palliative care（以下、早期か

らの緩和ケア）」と、行政的な場面で使用される「がんと診断された時からの緩和ケア（以下、

診断時からの緩和ケア）」が混在しており、それらの定義が明確になされないまま議論される

事によって、臨床、研究、施策上の誤解や混乱を生じることがある。 

本提言では、がんに対する「早期からの緩和ケア」と「診断時からの緩和ケア」に関する

現状での整理を行うことによって、医療従事者がより議論しやすくなるように枠組みを提供

することを目的とする。 

 

⑵ 国際的な学術的な文脈における「早期からの緩和ケア」 

「早期からの緩和ケア」が学術的な文脈で注目を集めるきっかけとなったのは、2010 年に、

Temel らが New England Journal of Medicine 誌で発表したランダム化比較試験の結果であ

った 2。この研究は、転移を有する非小細胞肺癌患者を対象として、診断から 2 ヶ月以内に緩

和ケア専門医や専門看護師を含む緩和ケアチームが治療に加わることの効果をランダム化比

較試験によって評価したものであった。主要評価項目であった 3 ヶ月後の QOL の改善に加

えて、生命予後が延長する可能性が示されたことは国際的に大きなインパクトとなった。そ

の後、各国で同様の実証研究が行われ、コクランレビューをはじめとする複数のメタ分析も

行われた 3。これらの知見を受け、2016 年にアップデートされた ASCO Clinical Practice 

Guideline においても、新規に診断された進行がん患者は、診断から２ヶ月以内の早期に緩和

ケアチームに紹介することを推奨している 4。 

なおこれらの文脈では、「早期からの緩和ケア」は「進行（切除不能または再発）がん患者

に、抗がん治療に携わる医療従事者に加えて緩和ケアチームを含む緩和ケアサービスが診療



にあたること」が想定されている。 

 

⑶ 我が国における「診断時からの緩和ケア」 

一方、我が国で用いられている「診断時からの緩和ケア」の背景は、上記の「早期からの

緩和ケア」とは異なっているようである。 

わが国では 2006 年に「がん対策基本法」が策定され、緩和ケアが「早期から」適切に行わ

れることが謳われた。これを受け、翌 2007 年に厚生労働省から発表されたがん対策推進基

本計画では、「治療の初期段階から」緩和ケアが実施されることが重点的に取り組むべき課題

の一つとして明示された。さらに、2012 年に策定された第２期基本計画では、緩和ケアを開

始する時期に関する表現が「がんと診断された時から」に書き換えられた。この表現は、2016

年 12 月に改正公布されたがん対策基本法でも踏襲され、わが国における行政文脈における

表現としてすでに広く定着している。 

ただし、「がんと診断された時」という言葉の一般的な解釈としては、進行がん患者に限定

するものではなく、治癒可能な早期がんの診断時や根治的治療後の再発フォロー期間までを

も包含しているものと理解される。さらに、緩和ケアチーム・サービスが膨大な数の患者全

員に関わることは不可能であり、また患者側にも必ずしもそのようなニーズがあるとは限ら

ないため、この場合は、抗がん治療に携わる医療従事者で提供される緩和ケアを意味すると

考えるのが自然である。ただし、患者の需要を丁寧に把握し、必要に応じてタイムリーに緩

和ケアチーム・サービスへの紹介を検討すべきである。また、がんと診断され、上記「診断

時からの緩和ケア」とともに根治的治療を受けた患者が後に再発した場合、その際に必要と

される緩和ケアは、(2)で述べた「早期からの緩和ケア」に該当することになる。 

 

⑷ 用語の概念的整理に関する提言 

 以上のような経緯をふまえ、本提言ではがんに対する「早期からの緩和ケア」および「診

断時からの緩和ケア」の表現に関して、以下の提言を行う。 

 

１． 臨床家、研究者、施策担当者は、国際的な学術文脈における「早期からの緩和ケア」と、

国内の行政文脈による「診断時からの緩和ケア」とでは、意味する内容が異なる可能性

があることを認識する 

２． 臨床家、研究者、施策担当者は、扱っている課題が、「早期からの緩和ケア」であるのか、



「診断時からの緩和ケア」であるのかを区別して議論を行うようにする 

３． 本ワーキンググループでは、「早期からの緩和ケア」および「診断時からの緩和ケア」に

ついて、当面の暫定的な概念上の定義を表１のように提案する。今後、国際的な議論と

我が国における議論とが大きな齟齬を生じないようにさらにコンセンサスを形成して

いくことが必要である。 

  



 

表１ がんに対する「早期からの緩和ケア」および「診断時からの緩和ケア」の暫定的な概

念上の定義 

 早期からの緩和ケア 診断時からの緩和ケア 

暫定的な定義 

進行がん患者に対して、なる

べく早い時期から、抗がん治

療に携わる医療従事者に加え

て緩和ケアチーム・サービス

が診療にあたること 

がん患者全員に対して（進行

がんに限らず）、抗がん治療に

携わる医療従事者で、診断時

より緩和ケアを提供すること 

用語が最初に用いら

れた背景 
国際的な学術的文書 わが国の行政的文書 

対象者 進行がん患者 
すべてのがん患者（進行がん

患者に限らない） 

緩和ケアの提供者 

緩和ケアチーム・サービス 

抗がん治療に携わる医療従事

者 

抗がん治療に携わる医療従事

者（患者の需要に応じて緩和

ケアチーム・サービスへの紹

介を検討する） 
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